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この冊子の前半部分は「ガリレオ」の「投資信託説明書（交付目論見書）」、後半部分は「請求

目論見書」です。 

本書は、これらを「投資信託説明書（目論見書）」として一冊にまとめております。 
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（交付目論見書） 
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※本書は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

 

 

 



 

 

1. この目論見書により行うガリレオ（以下「本ファンド」といいます。）の受益証券の募集について

は、委託会社は、証券取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年１月 20

日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年１月 21 日にその届出の効力が生じておりま

す。 

2. 証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販

売会社に対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該

請求を行った旨を記録しておくことをおすすめします。 

3. 本ファンドは債券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの

で、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 

 

 

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではあ

りません。 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の

下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損

失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 

 

 

(注 1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがありま

す。また、「販売会社」とは委託会社の指定する証券会社および登録金融機関をいうほか、文脈上別に解すべ

き場合を除き、これらのためにお申込みの取次を行う取次会社を含むことがあります。 

(注 2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。）を

「投資信託法」ということがあります。 

(注 3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 

(注 4） 本書においてガリレオを｢本ファンド｣といい、本ファンドおよびガリレオ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）を総称して「ガリレオ」ということがあります。なお、文脈上別に解すべき場合を除き、「本ファンド」にマザーファ

ンドも含むことがあります。 
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＜信託約款＞ 

追加型証券投資信託 

ガリレオ 

 

運用の基本方針 

 

 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 ガリレオ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。 

 

(2) 運用方針 

 ゴールドマン・サックスが開発した 3 つの計量モデルを組み合わせて用いることにより、世界債券・通貨の分散投資を行いま

す。 

① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等

により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。）。 

② 信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本を含める世界各国の債券に投資します。マザーファンドにおいて

は、債券市場の国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築には、ゴー

ルドマン・サックスが開発したファンダメンタル分析に基づく 3 つの異なる計量モデルを使います。 

③ 3 つのモデルとは、 

単独絶対リターン・モデル 

－ 各国の資産についてリターン予測を行います。 

市場間リターン・スプレッド・モデル 

－ 各国間の資産における相対的なリターンの差を予測します。 

ブラック・リターマン・モデル 

－ 均衡リターン評価モデル 

です。ポートフォリオは、この 3 つのモデルによる最適化を目指します。 

④ 単独絶対リターン・モデル、市場間リターン・スプレッド･モデルは、対象資産の市場価値、成長性、インフレーション、

市場モメンタム、信用リスク等の観点から、割安なポートフォリオの構築を目指します。一方、ブラック・リターマン・モデ

ルは、均衡状態に収束するという前提にたって最適なリターンとリスクのバランスを計算します。これらの組合わせによ

り、モデルを 1 つだけ用いた時には難しい、安定的かつバランスのとれた資産配分による運用を目指します。 

⑤ マザーファンドにおいては、運用期間中を通じて、世界各国の先物取引、為替予約等を使用し、市場配分・通貨

配分の見直しを行います。 

⑥ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。 

 

(3) 投資制限 

① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

70％以下とします。 

② 外貨建資産への実質投資割合については、特に制限を設けません。 

③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。ただし、レバレッジ等の目的で使用するものではなく、現物資産な

どに比較しその流動性や取引コストなどの投資効率の観点から使用します。 

④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑤ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以

下とします。 

 

3. 収益分配方針 

 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 

① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内とします。 

② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合に

は分配を行わないこともあります。 

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 



＜信託約款＞ 

追加型証券投資信託 

ガリレオ 

約  款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託

者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者と

します。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 50 億円～金 500 億円を受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円

を限度として信託金を追加することができます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受

けを証する書面を委託者に交付します。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度

額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 54

条第 7 項、第 55 条、第 56 条、第 57 条または

第 59 条第 2 項の規定による信託終了日または

信託契約解約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第4条の2 委託者は、この信託について、証券取引法第2条第

3項第1号に掲げる募集を行います。 

②  この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧

誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 5 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の

受益者は、委託者の指定する受益証券取得申

込者とし、第 6 条により分割された受益権は、そ

の取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属し

ます。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 6 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権について

は、50 億口～500 億口に、追加信託によって生

じた受益権については、これを追加信託のつど第

7 条第 2 項の追加口数に、それぞれ均等に分割

します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の

受益権を均等に再分割できます。 

③  前項の規定により受益権の再分割を行った場

合には、委託者はその旨を遅滞なく受益者に対し

て公告します。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 7 条  追加信託は、原則として毎月最終営業日(以

下｢特定日｣といいます。)の翌々営業日にこれを

行うものとします。ただし、2003 年 1 月 7 日以降

は、追加信託は、原則として毎営業日に行うもの

とします。 

②  前項における追加信託金は、追加信託を行う

日の前営業日の基準価額に当該追加信託にか

かる受益証券の口数を乗じた額とします。 

③  この約款において基準価額とは、信託財産に属

する資産(受入担保代用有価証券および第 24

条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令

および社団法人投資信託協会規則に従って時

価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額(以下｢純資産総額｣といいま

す。)を計算日における受益権総口数で除した金

額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示

の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣といいま

す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)

の円換算については、原則としてわが国における当

日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。 

④  第 31 条に規定する予約為替の評価は、原則と

してわが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 8 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にするこ

とにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益証券の発行および種類) 

第 9 条  委託者は、第 6 条の規定により分割された受益

権を表示する無記名式の受益証券を発行しま

す。 

②  委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

 

 (受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 10 条  委託者は、受益証券を発行するときは、その発

行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の

受託者の認証を受けなければなりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって行

います。 

 

(受益証券の申込単位、価額および手数料等) 

第 11 条  [削除] 

②  委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2

条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券

業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外

国証券会社を含みます。以下同じ。)または登録

金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規

定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、

第 9 条の規定により発行された受益証券を、委
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託者の指定する証券会社または登録金融機関と

別に定めるガリレオ自動けいぞく投資約款(別の名

称で同様の権利義務関係を規定する約款を含

みます。)にしたがって契約(以下｢別に定める契約｣

といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 万円

以上 1 円単位をもって取得の申込に応じることが

できるものとします。なお、2003 年 1 月 6 日以降

は、英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取

引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニュー

ヨークの銀行が休業日の場合は、追加信託の申

込みを受付けないものとします。ただし、第 48 条

第 2 項に規定する収益分配金の再投資に係る

追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるもの

とします。 

③  前項の場合の受益証券の価額は、特定日の翌

営業日の基準価額に、当該基準価額に以下に

定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数

料に対する消費税および地方消費税(以下｢消費

税等｣といいます。)に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取

得申込にかかる受益証券の価額は、1 口につき 1

円に、1 円に以下に定める率を乗じて得た手数料

および当該手数料に対する消費税等に相当する

金額を加算した価額とします。なお、｢取得申込の

金額｣とは、原則として基準価額に上記手数料お

よび消費税等に相当する金額を加算した金額を

いいますが、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関が事前に委託者に書面で通知するこ

とによって、当該証券会社もしくは登録金融機関

が取得の申込みに応じる受益証券については基

準価額のみとすることができます。2002 年 11 月

30 日以降は、前項の場合の受益証券の価額

は、取得申込日（2002 年 12 月 30 日以前は特

定日）の翌営業日の基準価額に、当該基準価

額に 2.00％を上限として委託者の指定する証券

会社および登録金融機関が定める率を乗じて得

た手数料ならびに当該手数料に対する消費税等

に相当する金額を加算した価額とします。 

 (手数料率) 

取得申込の金額が 1 億円未満の場合：2％ 

取得申込の金額が 1 億円以上 10 億円未満の

場合：1％ 

取得申込の金額が 10 億円以上の場合：0.5％ 

④  [削除] 

④の2 [削除] 

⑤  前各項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する場合の受益

証券の価額は、原則として第42条に規定する各

計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、証券取引所

における取引の停止、外国為替取引の停止その

他やむを得ない事情(コンピューターの誤作動等に

より決済が不能となった場合、基準価額の計算が

不能となった場合、計算された基準価額の正確

性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)

があると委託者が判断したときは、受益証券の取

得申込みの受付を中止することおよびすでに受付

けた取得申込みを取消すことができます。 

⑦  [削除]  

 

(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手

続) 

第 12 条  委託者は、受益者が委託者の定める手続に

よって請求したときは、無記名式の受益証券と引

き換えに記名式の受益証券を、または記名式の

受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交

付します。 

②  記名式の受益証券の所持人は、委託者の定め

る手続によって名義書換を委託者に請求すること

ができます。 

③  前項の規定による名義書換の手続は、第 42

条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15

日間停止します。 

 

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 

第 13 条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定によ

る名義書換によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 

 

(無記名式の受益証券の再交付) 

第 14 条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受

益者が、委託者の定める手続によって、当該受益

証券の公示催告による除権判決の謄本を添え再

交付を請求したときは、無記名式の受益証券を

再交付します。 

 

(記名式の受益証券の再交付) 

第 15 条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益

者が、委託者の定める手続によって再交付を請

求したときは、記名式の受益証券を再交付しま

す。 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 16 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受

益者が、委託者の定める手続によって受益証券

を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交

付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2

条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 17 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益

者に対して実費を請求することができます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第 17 条の 2 この信託において投資の対象とする資産の種類

は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投

資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 1 項で定めるものをいいます。以下同
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じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 有価証券指数等先物取引に係る

権利 

ﾊ. 有価証券オプション取引に係る権

利 

ﾆ. 外国市場証券先物取引に係る権

利 

ﾎ. 有価証券店頭オプション取引に係

る権利 

ﾍ. 金銭債権 

ﾄ. 約束手形(証券取引法第 2 条第

1 項第 8 号に掲げるものを除きま

す。) 

ﾁ. 金利、通貨の価格その他の指標の

数値としてあらかじめ当事者間で約

定された数値と将来の一定の時期

における現実の当該指標の数値の

差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引またはこれに類似

する取引として、投資信託及び投

資法人に関する法律施行規則第

4 条各号に規定するもののうち、次

に掲げるもの 

a. 金利先渡取引に係る権利 

b. 為替先渡取引に係る権利 

c. 為替および金利に係るスワッ

プ取引に係る権利 

ﾘ. 金銭を信託する信託の受益権のう

ち、有価証券の性質を有しないも

の 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 外国有価証券市場において行わ

れる有価証券先物取引と類似の

取引に係る権利 

ﾛ. 為替手形 

ﾊ. 抵当証券 

 

(運用の指図範囲等) 

第 18 条  委託者(第 19 条の 2 に規定する委託者から委

託を受けた者を含みます。以下、第 19 条、第 20

条から第 29 条まで、第 31 条および第 37 条から

第 40 条までについて同じ。)は、信託金を、主とし

てガリレオ・マザーファンド（以下「マザーファンド」とい

います。）の受益証券および次の有価証券に投資

することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券(以下｢分

離型新株引受権付社債券｣といいます。)

の新株引受権証券を除きます。) 

6. コマーシャル・ペーパー 

7. 外国または外国法人の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの 

8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付

社債券の新株引受権証券を含みます。)

および新株予約権証券（外国または外国

法人が発行する証券または証書で、かかる

性質を有するものを含みます。以下同じ。) 

9. 投資信託証券(外国法人が発行する証

券で、投資信託証券の性質を有するもの

を含みます。但し、クローズド・エンド型の会

社型外国投資信託証券を除きます。以

下同じ。) 

10. 外国法人の発行する証券または証書で、

銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを

業として行う者の貸付債権を信託する信

託の受益権またはこれに類する権利を表

示するもの(以下｢外国貸付債権信託受

益証券｣といいます。) 

11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

12. 銀行、信託会社その他政令で定める金融

機関または主として住宅の取得に必要な

長期資金の貸付けを業として行う者の貸

付債権を信託する信託の受益権および外

国法人に対する権利で同様の権利の性

質を有するもの(以下｢貸付債権信託受益

権｣といいます。) 

 なお、第 1 号の証券または証書および第 7 号の

証券または証書のうち第 1 号の証券または証書

の性質を有するものを以下｢株式｣といい、第 2 号

から第 5 号までの証券および第 7 号の証券のうち

第 2 号から第 5 号までの証券の性質を有するも

のを以下｢公社債｣といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品により運用することを

指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、

信託金を、前項に掲げる金融商品により運用す

ることの指図ができます。 

④  委託者は、信託財産に属する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券の時価総額のうち

信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の 100 分の 70 を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

⑤  委託者は、信託財産に属する投資信託証券

（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総
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額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託

証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額が、信託財産の純資産総額の

100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしませ

ん。 

⑥  前 2 項において信託財産に属するとみなした額

とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産

総額に占める株式、新株引受権証券および新株

予約権証券または投資信託証券の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(信託財産相互間取引等) 

第18条の2 委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲

げる取引を行うことを受託者に指図することができ

ます。 

1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産

との間の取引 

2. 信託財産と(ⅰ)委託者の利害関係人等

である投資顧問業者の営む投資顧問業

に係る顧客または(ⅱ)かかる投資顧問業

者が締結した投資一任契約に係る顧客と

の間の取引 

 

(運用の基本方針) 

第 19 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に

定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行います。 

   

(運用の権限委託) 

第19条の2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委

託します。 

商   号：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ

ント・エル・ピー 

所 在 地：アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨー

ク市 

委託内容： 債券および通貨の運用 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、かかる

者と委託者の間で別途合意されるところにしたが

い、当事者間で支払われるものとし、信託財産か

らの直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託

を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約

款の違反となる運用の指図に関する権限の行使

をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた

場合、その他の理由により必要と認められる場合

には、委託者は、運用の指図に関する権限の委

託を中止し、またはその委託内容を変更すること

ができます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第 20 条  委託者が投資することを指図する株式、新株引

受権証券および新株予約権証券は、証券取引

所に上場されている株式の発行会社の発行する

もの、証券取引所に準ずる市場において取引され

ている株式の発行会社の発行するものとします。

ただし、株主割当または社債権者割当により取得

する株式、新株引受権証券および新株予約権

証券については、この限りではありません。 

②  前項の規定にかかわらず、上場予定または登録

予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録さ

れることが確認できるものについては委託者が投資

することを指図することができるものとします。 

 

(同一銘柄の株式への投資制限) 

第 21 条  委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信

託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとな

る投資の指図をしません。 

②  前項において信託財産に属するとみなした額と

は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産

総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じ

て得た額をいいます。 

 

(信用取引の指図範囲) 

第 22 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信用取引により株券を売り付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付の決済につ

いては、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うこ

との指図をすることができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる

建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の売

付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者は

速やかに、その超える額に相当する売付の一部を

決済するための指図をするものとします。 

 

(公社債の空売りの指図範囲) 

第 23 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産の計算においてする信託財産に

属さない公社債を売り付けることの指図をすること

ができます。なお、当該売付の決済については、公

社債(信託財産により借り入れた公社債を含みま

す。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図

をすることができるものとします。 

②  前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社

債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付の一

部を決済するための指図をするものとします。 
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(公社債の借入れ) 

第 24 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、公社債の借入れの指図をすることができま

す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担

保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指

図を行うものとします。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の

時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委

託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を決済するための指図をするもの

とします。 

④  第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中

から支弁します。 

 

(先物取引等の運用指図) 

第 25 条  委託者は、わが国の証券取引所等における有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引お

よび有価証券オプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの

指図をすることができます。なお、選択権取引は、

オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下

同じ。)。 

②  委託者は、わが国の取引所における通貨にかか

る先物取引ならびに外国の取引所における通貨

にかかる先物取引および先物オプション取引を行う

ことの指図をすることができます。 

③  委託者は、わが国の取引所における金利にかか

る先物取引およびオプション取引ならびに外国の

取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことの指図をすることができます。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第 26 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り

金利または異なった受取り金利とその元本を一定

の条件のもとに交換する取引(以下｢スワップ取引｣

といいます。)を行うことの指図をすることができま

す。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契

約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該

信託期間内で全部解約が可能なものについては

この限りではありません。 

③  スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④  委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の

提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 

第 27 条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第 4

条に定める信託期間を超えないものとします。ただ

し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が

可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの

指図を行うものとします。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第 28 条  委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換

社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第

341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めが

あるものの時価総額とマザーファンドの信託財産に

属する当該転換社債ならびに新株予約権付社

債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および

第 8 号の定めがあるものの時価総額のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとな

る投資の指図をしません。 

②  前項において信託財産に属するとみなした額と

は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産

総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権

付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号

および第 8 号の定めがあるものの時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。 

 

(有価証券の貸付の指図および範囲) 

第 29 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産に属する株式および公社債につき

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができ

ます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付

株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価の 50％を超えないものとし

ます。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸

付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合

計額の 50％を超えないものとします。 

②  前項各号に定める限度額を超えることとなった場

合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認

めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま

す。 
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(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第 30 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の

国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の指図および範囲) 

第 31 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の

額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資

産のうち信託財産に属するとみなした額との合計

額についての為替変動リスクを回避するため、外

国為替の売買の予約取引を指図することができま

す。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額およびマザーファンドの信託

財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の

合計額との差額のうち信託財産に属するとみなし

た額につき円換算した額が、信託財産の純資産

総額を超えないものとします。ただし、信託財産に

属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財

産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額の為替変動リスクを回避

するためにする当該予約取引の指図については、

この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委

託者は所定の期間内に、その超える額に相当す

る為替予約の一部を解消するための外国為替の

売買の予約取引の指図をするものとします。 

④  第 1 項および第 2 項において信託財産に属す

るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ

ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信

託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

(保管業務の委任等) 

第 32 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属

する資産を外国で保管する場合には、その業務を

行うに充分な能力を有すると認められる金融機関

と保管契約を締結し、これを委任することができま

す。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中

より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 33 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法

令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管さ

せることができます。 

②  受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵

当証券業の規制等に関する法律関係法令等に

基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し

保管させることができます。 

 

(混蔵寄託) 

第 34 条  金融機関または証券会社から、売買代金およ

び償還金等について円貨で約定し円貨で決済す

る取引により取得した外国において発行された譲

渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当

該金融機関または証券会社が保管契約を締結

した保管機関に当該金融機関または証券会社の

名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

(一括登録) 

第 35 条  [削除] 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 36 条  信託財産に属する有価証券については、委託

者または受託者が必要と認める場合のほか、信

託の表示および記載をしません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 37 条  委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券にかかる信託契約の一部解約の請求およ

び有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 38 条  委託者は、前条の規定による一部解約の代

金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株

式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、

株式の配当金およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

 

(資金の借入れ) 

第 39 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに

運用の安定性をはかるため、信託財産において一

部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う

支払資金の手当てのために借入れた資金の返済

を含みます。)を目的として、または再投資にかかる

収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま

す。)の指図をすることができ、また法令上可能な

限度において融資枠の設定を受けることを指図す

ることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

②  前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件

を満たす範囲内の額とします。 

1. 一部解約金の支払資金の手当のために

行った有価証券等の売却等による受取り

の確定している資金の額の範囲内。 

2. 一部解約金支払日の前営業日において

確定した当該支払日における支払資金の

不足額の範囲内。 

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の

純資産総額の 10％以内。 

③  前項の借入期間は、有価証券等の売却代金

等の入金日までに限るものとします。 

③の 2 前 2 項の規定にかかわらず、収益分配金の再投

資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金
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が支弁される日からその翌営業日までとし、資金

借入額は収益分配金の再投資額を限度としま

す。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費

用は信託財産中より支弁します。 

 

(担保権設定にかかる確認的規定) 

第39条の2 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用

の安定性をはかるため、信託財産における特定の

資産につき、公社債の借入れ、スワップ取引、金

利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、

資金の借入れその他の取引により信託財産の負

担する債務を担保するため、日本法または外国

法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権

を与えることを含みます。)の指図をすることができ、

また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を

発生させ、または対抗要件を具備するために必要

となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一

切の行為を行うことの指図をすることができます。 

②  担保権の設定に要する費用は、受益者の負担

とし、信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 40 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生

じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第 41 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転

換、新株発行または株式割当がある場合で、委

託者の申出があるときは、受託者は資金の立替

えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金

等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利

子等、株式の配当金およびその他の未収入金

で、信託終了日までにその金額を見積りうるものが

あるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを

定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 42 条  この信託の計算期間は、毎年 4 月 21 日から

10 月 20 日までおよび 10 月 21 日から 4 月 20

日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算

期間は 1997 年 5 月 1 日から 1997 年 10 月 20

日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期

間修了日に該当する日が休業日のとき、各計算

期間終了日は、該当日以降の営業日で、該当

日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間

が開始されるものとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 43 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信

託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 44 条   信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用

を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中

から支弁します。信託財産に関する租税について

も、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財

産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の

利息およびその他信託財産に関する費用(信託

報酬および当該信託報酬に対する消費税等に

相当する金額を除きます。)を、以下｢諸経費｣と

総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に

要する諸費用の支払を信託財産のために行い、

支払金額の支弁を信託財産から受けることができ

ます。この場合委託者は、現に信託財産のために

支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受

領する金額に上限を付することができます。また、

委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代

わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定

率または固定金額にて信託財産からその支弁を

受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固

定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規

模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あ

らかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固

定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項において諸費用の固定率または固定金

額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 42 条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用

は、毎計算期末および信託終了の時、信託財産

中から委託者に対して支弁します。 

⑤  第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸

費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用の

うちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の

合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認

めるものを含みます。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 45 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

42 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年 10,000 分の 150 の率を

乗じて得た金額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終

了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託

者と受託者との間の配分は別に定めます。 
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③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当す

る金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中

から支弁します。 

 

(収益の分配) 

第 46 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品

貸料およびこれらに類する収益から支払利

息を控除した額(以下｢配当等収益｣といい

ます。)は、諸経費、信託報酬および当該

信託報酬に対する消費税等に相当する

金額を控除した後その残金を受益者に分

配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、分配準備積立金として

積み立てることができます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金

額(以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対す

る消費税等に相当する金額を控除し、繰

越欠損金のあるときは、その全額を売買益

をもって補てんした後、受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配に

あてるため、分配準備積立金として積み立

てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損

失は、次期に繰り越します。 

 

第 47 条  [削除] 

 

(収益分配金の再投資) 

第 48 条  委託者は、原則として、毎計算期間終了日の

翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する

証券会社および登録金融機関に交付します。 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅

滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の

売付を行います。 

③  収益分配金にかかる収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等

に応じて計算されるものとします。 

  

(償還金および一部解約金の支払い) 

第 49 条  償還金(信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。)は、信託終了日後 1 ヶ月以内の委託

者の指定する日から受益証券と引換えに受益者

に支払います。 

②  一部解約金は、受益者による一部解約の実行

の請求日から起算して、原則として 5 営業日目か

ら受益者に支払います。 

③  前 2 項に規定する償還金および一部解約金の

支払いは、委託者の指定する証券会社および登

録金融機関の営業所等において行うものとしま

す。 

③の 2 償還金および一部解約金にかかる収益調整金

は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証

券の価額等に応じて計算されるものとします。 

④  記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじ

めその印鑑を届け出るものとし、第 1 項および第 2

項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺

するものとします。 

⑤  委託者は、前項の規定により押捺された印影を

届出印と照合し、相違ないものと認めて償還金お

よび一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗

用その他の事情があっても、そのために生じた損害

について、その責を負わないものとします。 

 

第 50 条  [削除] 

 

(償還金の時効) 

第 51 条  受益者が、信託終了による償還金について第

49 条第 1 項に規定する支払開始日から 10 年

間その支払いを請求しないときは、その権利を失

い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と

支払いに関する受託者の免責) 

第 52 条  受託者は、収益分配金については、原則として

毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金につ

いては第 49 条第 1 項に規定する支払開始日の

前日までに、一部解約金については第 49 条第 2

項に規定する支払日までに、その全額を委託者に

交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分

配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま

せん。 

 

(受益証券の買取り) 

第 53 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機

関は、受益者から買取りの請求があるときは、

1997 年 10 月最終営業日以降において、第 7

条第 1 項に規定する特定日を買取りの受付日と

して 1 口単位をもってその受益証券を買い取りま

す。ただし、2003 年 1 月 6 日以降は、英国証券

取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロン

ドンの銀行もしくはニューヨークの銀行が休業日の

場合を除き、毎営業日に 1 口単位をもって受益

証券を買い取ります。前記にかかわらず、委託者

の指定する証券会社および登録金融機関は、

1997 年 10 月最終営業日前日以前に、または

特定日を除く 2002 年 12 月 30 日以前に、受益

者(受益者死亡の場合はその相続人)から、次の

事由により買取りの請求があるときは、当該請求

の日を買取りの受付日として、1 口単位をもってそ

の受益証券を買い取ります。なお、委託者の指定

する証券会社または登録金融機関は、当該受益

者(受益者死亡の場合にはその相続人)に対し、
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当該事由を証する書類の提示を求める等して当

該事由の発生を確認するものとします。1997 年

10 月最終営業日前日以前に受益者から買取り

の請求があった場合、委託者の指定する証券会

社または登録金融機関は、受益者より買い取った

受益証券を 1997 年 10 月最終営業日以降の

特定日において、委託者に一部解約の実行を請

求するものとします。 

1. 受益者が死亡したとき 

2. 受益者が天災地変その他不可抗力により

財産の大部分を滅失したとき 

3. 受益者が破産宣告を受けたとき 

4. 受益者が疾病により生計の維持ができなく

なったとき 

5. その他前各号に準ずる事由があるものとし

て委託者の指定する証券会社または登録

金融機関が認めるとき 

 以上にかかわらず、当該証券会社または登録金

融機関が事前に委託者に対して書面で通知し、

委託者がこれを書面により承諾した場合には、本

項の適用はありません。当該証券会社または登

録金融機関に関してすでに本項の適用がある場

合には、委託者はやむを得ない場合を除き承諾し

ないものとします。 

②  前項の場合、受益証券の買取価額は、買取り

の受付日の翌営業日の基準価額から、当該買

取りに関して当該買取りを行う委託者の指定する

証券会社および登録金融機関にかかる源泉徴

収税額に相当する金額を控除した額とします。 

③  委託者の指定する証券会社または登録金融機

関は、証券取引所における取引の停止、外国為

替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピュー

ターの誤作動等により決済が不能となった場合、

基準価額の計算が不能となった場合、計算され

た基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場

合等を含みます。)があるときは、委託者との協議

に基づいて、第 1 項による受益証券の買取りを中

止することまたはすでに受付けた買取請求を保留

または取消すことができます。 

④  前項により受益証券の買い取りが中止された場

合またはすでに受付けた買取請求が保留された

場合には、受益者は買取中止または請求保留以

前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその買取請求を撤回しない場合に

は、当該証券の買取価額は、買取中止または請

求保留を解除した後の最初の基準価額の計算

日を買取りの受付日として第 2 項の規定に準じて

計算された価額とします。 

 

(信託の一部解約) 

第 54 条  受益者(前条の委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関を含みます。以下本条におい

て同じ。)は、1997 年 10 月最終営業日以降の特

定日において、自己の有する受益証券につき、委

託者に当該特定日を一部解約の実行の請求日

として、1 口単位をもって一部解約の実行を請求

することができます。解約の受付けは、前月の特定

日の翌営業日から解約の請求を行なう月の特定

日までとします。ただし、2003 年 1 月 6 日以降

は、英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取

引所またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀

行が休業日の場合を除き、毎営業日に 1 口単

位をもって一部解約の実行を請求することができ

ます。 

②  委託者は、前項の一部解約の請求を受け付け

た場合には、この信託契約の一部を解約します。 

③  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額とします。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求を

するときは、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関に対し、受益証券をもって行うものと

します。 

⑤  委託者は、証券取引所における取引の停止、

外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コ

ンピューターの誤作動等により決済が不能となった

場合、基準価額の計算が不能となった場合、計

算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生

じた場合等を含みます。)があるときは、第 1 項に

よる一部解約の実行の請求の受付を中止するこ

とおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を

保留または取消すことができます。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求の受付が中

止された場合またはすでに受付けた一部解約の

実行の請求が保留された場合には、受益者は当

該受付中止または請求保留以前に行った当日の

一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、

受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該証券の一部解約の価額は、当

該受付中止または請求保留を解除した後の最初

の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求

日として第 3 項の規定に準じて計算された価額と

します。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することによ

り受益権の総口数が 30 億口を下回ることとなった

場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督

官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約

し、この信託を終了させることができます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、こ

れを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書

面を交付します。ただし、全ての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の

場合にこれを準用します。この場合において、次条

第 4 項中｢第 1 項｣とあるのは｢第 54 条第 7 項｣

と読み替えます。 

 

(信託契約の解約) 

第 55 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約

を解約することが受益者のため有利であると認める
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ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。この場合において、委

託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官

庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解

約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託契約に係る全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

1 ヶ月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととし

たときは、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受

益者に対して交付します。ただし、全ての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状

態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第 3 項の一定の期間が 1 ヶ月を

下らずにその公告および書面の交付を行うことが

困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 56 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約

の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第 60 条の規定

にしたがいます。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 57 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたと

き、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託

契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託

は、第 60 条第 4 項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託業者と受託者との間において存

続します。 

 

(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 58 条  委託者は、投資信託委託業者の営業の全部

又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この

信託契約に関する営業を譲渡することがありま

す。 

②  委託者は、分割により営業の全部又は一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任に伴う取扱い) 

第 59 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を

辞任することができます。この場合、委託者は第

60 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託

者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

 

(信託約款の変更) 

第 60 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めると

きまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託約款を変更することがで

きるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および

その内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が

重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受

益者に対して交付します。ただし、この信託約款に

係る全ての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は

1 ヶ月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないことと

したときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた

る受益者に対して交付します。ただし、全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

 

(反対者の買取請求権) 

第60条の2 第55条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する信託約款の変更を行う場合において、

第55条第3項または前条第3項の一定の期間内

に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託

者の指定する証券会社または登録金融機関を

通じ、受託者に対し、自己の有する受益証券を、

信託財産をもって買取るべき旨を請求することが

できます。 

 

(公  告) 

第 61 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経

済新聞に掲載します。 
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(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 62 条  この信託約款の解釈について疑義を生じたとき

は、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

(附  則) 

第 63 条  第 48 条第 3 項および第 49 条第 3 項の 2 に

規定する｢収益調整金｣は、所得税法施  行令

第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信

託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、

原則として、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。また、同条同項に規定する｢各受益者毎の信

託時の受益証券の価額等｣とは、原則として、各

受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとします。なお、2000

年 3 月 30 日以前の取得申込にかかる受益権の

信託時の受益証券の価額は、委託者が計算す

る 2000 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総

額を総口数で除して得た額)とみなすものとしま

す。この信託約款の解釈について疑義を生じたと

きは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

附則第 1 条  本約款第 7 条第 1 項の規定に拘らず、

1999 年 12 月に限り、当該規定の｢特定

日｣を 12 月 21 日とします。 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

信託契約締結日  1997 年 5 月 1 日 

 

委 託 者  ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

株式会社 

 

受 託 者 日興シティ信託銀行株式会社 
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※本書は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

 

 

 



 

 

1. この目論見書により行うガリレオ (以下｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集について

は、委託会社は、証券取引法第 5 条の規定により、有価証券届出書を平成 17 年 1 月 20

日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 1 月 21 日にその届出の効力が生じておりま

す。 

2. 本ファンドは債券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの

で、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 

 

 

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではあ

りません。 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

本ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の

下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損

失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 

 

 

(注 1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがありま

す。また、「販売会社」とは委託会社の指定する証券会社および登録金融機関をいうほか、文脈上別に解すべ

き場合を除き、これらのためにお申込みの取次を行う取次会社を含むことがあります。 

(注 2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。）を

「投資信託法」ということがあります。 

(注 3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 

(注 4） 本書においてガリレオを｢本ファンド｣といい、本ファンドおよびガリレオ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）を総称して「ガリレオ」ということがあります。なお、文脈上別に解すべき場合を除き、「本ファンド」にマザーファ

ンドも含むことがあります。 

 



目    次 

 

第 1  ファンドの沿革 ...........................................................   1 

第 2  手続等 ...................................................................   1 

  1  申込(販売)手続等........................................................   1 

  2  換金(解約)手続等........................................................   1 

第 3  管理及び運営 .............................................................   2 

  1  資産管理等の概要........................................................   2 

  2  受益者の権利等..........................................................   5 

第 4  ファンドの経理状況 .......................................................   7 

  1  財務諸表................................................................   7 

  2  ファンドの現況..........................................................  10 

第 5  設定及び解約の実績 .......................................................  10 

 

























ガリレオ 
追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資可能／信託期間 無期限 

回る地球の債券投資。 

（注）「ガリレオ」はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。 
本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 
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